
調査すべき談合情報として取り扱う判断基準 

 

 

鳥取県談合情報対応マニュアルにおいて、寄せられた全ての談合情報は、次の判断基準により、別に定める要綱により

設置する公正入札調査委員会によって、調査すべき談合情報か判断する。 

 

○ 入札執行前に談合情報があった場合 （別紙フロー１参照） 

対象の建設工事並びに測量等業務（以下「建設工事等」という。）及び落札予定者（特定建設工事共同企業体の場合

にあってはその組合せ（代表者名のみでも可）。）が明確であり、更に次の１から３のいずれかの内容が含まれている場

合は、調査すべき談合情報として取り扱うものとする。 

 

１ 談合の事実を客観的に示すメモ、録音又は録画データ、ファクス送信票等の具体的な物証（以下「具体的な物証」

という。） 

２ 通報者の氏名・連絡先が明らかなとき 

３ 通報者が明らかでない（連絡先が不明）ときで、次の（１）又は（２）のいずれかの内容が確認できたとき 

（１） 落札予定金額又は落札率 

（２） その他談合に参加した当事者以外に知り得ないもの（談合が行われた日時・場所・方法、関与した業者名又は氏

名。以下同じ。） 

 

○ 入札執行後に談合情報があった場合  （別紙フロー２参照） 

次に示す情報のいずれかが含まれている場合には、原則として談合情報として取り扱うものとする。 

１ 具体的な物証 

２ その他談合に参加した当事者以外に知り得ないもの 

  



別紙フロー１（入札執行前に談合情報があった場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

情報⼊⼿ 

通報者の⽒名及び連絡先が明らかである 

調査すべき談合情報 談合情報に該当しない 

⼊札参加者が落札予定者等について話し合った事実を客観的に⽰すメモ、録⾳⼜は
録画データ、ファクス送信票等の具体的な物証がある 

 NO 

 

⼊札結果 
談合情報と落札予定者が⼀致している場合で、次に⽰す情報のいずれかに該当する場合 
（１）具体的な物証⼜は証⾔がある場合 
（２）落札予定⾦額⼜は落札率が⼊札結果と⼀致している場合 
（３）その他談合に参加した当事者以外に知り得ないものがある場合 

調査開始 

公正⼊札調査委員会 

調査しない 

 NO 

YES 

落札予定⾦額⼜は落札率の情報がある 

その他談合に参加した当事者以外に知り得ない情報がある 
（談合が⾏われた⽇時・場所・⽅法、関与した業者名⼜は⽒名。） 

YES 

 NO 

YES  NO 

対象の建設⼯事等及び落札予定者 
（特定建設⼯事共同企業体の場合にあってはその組合せ（代表者名のみでも可））

 

⼊札を執⾏ 

YES 

 NO 

YES 

YES 

 NO 



別紙フロー２（入札執行後に談合情報があった場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

情報⼊⼿ 

調査すべき談合情報 

談合情報に該当しない 
 

調査開始 

公正⼊札調査委員会 

調査しない 

落札者と契約 

⼊札参加者が落札予定者等について話し合った事実を客観的に⽰すメモ、録⾳⼜は
録画データ、ファクス送信票等の具体的な物証がある 

その他談合に参加した当事者以外に知り得ない情報がある 
（談合が⾏われた⽇時・場所・⽅法、関与した業者名⼜は⽒名。） 

 NO 

 NO 

YES 

YES 


